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現 状 と 県 の 取 組 状 況 

 警察本部（交通部交通指導課） 

【現 状】   

１ 警察は、人身交通事故が発生した場合、事情聴取、実況見分などの捜査を行い、加害者（被疑者）を検察庁へ送致している。 

２ 警察が行う被害者支援として、ひき逃げ、交通死亡事故などの専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときは、被害者、遺族等

への付き添い、相談受理などを行う「被害者支援担当者制度」や、捜査状況、検挙状況を適時適切に連絡する「被害者連絡制度」を運用してい

る。 

３ 一方、交通事故被害者等への補償制度として、強制保険と呼ばれる自賠責保険（共済）と任意保険があるほか、ひき逃げや無保険車又は盗

難車による事故に遭われた被害者のために政府による補償事業や独立行政法人自動車事故対策機構（通称ナスバ）による援助・救済制度があ

る。 

 

【県の取組状況】 

１ 警察は、交通事故被害者の心情に配意しつつ、適正かつ緻密な交通事故事件捜査を行っている。 

２ 被害者支援制度を説明するため、「れんげ草」と題した被害者の手引き用の小冊子を作成、活用し、要望に応じて、交通事故相談所などの他

機関の相談窓口を紹介している。 

また、交通事故被害者の補償制度が適切に行われるためには、自動車安全運転センターによる交通事故証明書の発行が必要なことから、同

センターへの迅速な情報提供を行っている。 

３ さらに、強制保険である自賠責保険（共済）の契約が締結されていない自動車を運行の用に供したものを無保険として検挙している。 
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